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【原子力災害対策指針】
○防災対策に係る
専門的・技術的
内容を記載

【災害対策基本法】
○中央防災会議の設置
○災害応急対策の実施
○防災基本計画の策定
○地域防災計画の策定

【防災基本計画】 （原子力災害対策編）

１．原子力災害対策の制度枠組み

【原子力災害対策特別措置法】（災害対策基本法の特別法）
○原災本部の設置（国の指示）
○緊急事態応急対策の実施
○原子力災害対策指針の策定
○原子力事業者防災業務計画の策定

国

自治体

６月改正、９月施行
（主な改正事項）
例）防災訓練の結果報告
オフサイトセンターの要件

昨年10月31日
規制委員会策定
（2月27日改定）

原子力事業者防災業務計画

○原子力事業者の予防対策、緊急事態応急対策、事後対策
○政府との連絡調整拠点や原子力レスキューの整備、シビアアクシデントを想定した
訓練の実施

（防災業務計画）

事業者

<

国
の
枠
組
み>

<

各
主
体
の
行
動
計
画>

※ 国の危機管理体制の強化
※ 住民防護・被災者支援の整備
※ 防災インフラの充実

昨年９月６日
中央防災会議決定

原子力災害対策マニュアル
○関係省庁の役割を規定したマニュアル
○官邸を中心とした事務局体制や、オンサイト・オフサイトの業務手順の記載

地域防災計画
○道府県、市町村の防災に関する計画
○ＰＡＺ・ＵＰＺの設定に基づく広域避難計画の作成、防災資機材の整備

（今
後
の
対
応
）
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指針の主な内容

（４）原子力災害中長期対策に係る事項
・放射線による健康・環境への影響の長期的な評価
・影響を最小限にするための除染措置の実施

（１）原子力災害対策に係る基本的事項
・指針の位置づけ
・原子力災害の特徴
・放射線被ばくの防護措置の基本的考え方

（２）原子力災害事前対策に係る事項
・緊急時の意思決定ための基準となるＥＡＬ・ＯＩＬの設定
・避難準備等の事前対策を講じておく区域であるＰＡＺ（施設から５キロを目安）
・ＵＰＺ（施設から３０キロを目安）の導入
・情報提供、モニタリング、被ばく医療等の体制整備、教育・訓練等の事前準備

（３）緊急事態応急対策に係る事項
・迅速に状況把握するための緊急時モニタリングの実施
・住民等への迅速かつ的確な情報提供
・ＥＡＬ・ＯＩＬに基づく適切な防護措置（屋内退避、避難、安定ヨウ素剤服用等）の実施

指針の趣旨・経緯

○ 原子力安全委員会が昭和５４年に発生した米国スリーマイルアイランド原発事故を踏まえ、防災対策に係る専門的・技術的事項をと
りまとめるものとして、「原子力施設等の防災対策について」（いわゆる「防災指針」）を策定。

○ 平成２３年の東京電力福島第一原発事故を契機として、原子力安全委員会は同指針を見直すべく、平成２４年３月に「『原子力施設
等の防災対策について』の見直しに関する考え方について 中間とりまとめ」を発表。

○ 原子力規制委員会設置に伴い、原子力安全委員会が策定していた防災指針を引き継ぐ形として、改正原子力災害対策特別措置法
第６条の２に基づき、原子力規制委員会が原子力災害対策指針を策定。

２．原子力災害対策指針の概要
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※東京電力福島第一原子力発電所事故については、その実態を踏ま
えた適切な対応が必要であることを別途記載。



３．原子力災害対策指針の改定スケジュール

主な内容

・緊急事態区分の判断基準や放射線防護措置の実施基準（ＥＡＬ、ＯＩＬ）の設定

・緊急被ばく医療の在り方について追記（安定ヨウ素剤の事前配布の考え方、被ばく医療機関の在り方等）

・ＳＰＥＥＤＩの活用の在り方の追記（放射性物質放出量の逆推計）

・東京電力福島原子力発電所事故への対応の追記（特定原子力施設指定の位置づけ等）

第１次改定

主な内容

・緊急被ばく医療の在り方について追記（安定ヨウ素剤の事前配布の方法、服用手順等）

・緊急時モニタリングの在り方について追記（実施体制・評価手法等）

予定

３月末目途 検討とりまとめ

年度明け 改定作業

第２次改定

※その後も順次、検討課題についての議論を深め、まとまったものは、原子力災害対策指針へ反映
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（参考１）ＥＡＬ・ＯＩＬに基づく防護措置の対応イメージ

住民の避難実施
安定ヨウ素剤の予防服用

例）全電源喪失

ＰＡＺ
（～5㎞）

ＵＰＺ
（5～30㎞）

ＵＰＺ以遠
（30㎞～）

事
態
の
進
展

②施設敷地緊急事態（原災法１０条）＜官邸参集＞

③全面緊急事態（原災法１５条）＜原災本部設置＞

・ 緊急事態の初期対応段階を３つに区分。緊急事態の区分を判断する基準となる施設の状況をＥＡＬ（緊急時活動レベル）として整理。

・ 放射性物質が放出された場合の住民防護措置の実施を判断する基準となる施設外の状況をＯＩＬ（運用上の介入レベル）として整理。

①警戒事態＜規制庁ＥＲＣ参集＞

１．ＥＡＬの設定（オンサイトのプラント状態等に基づく緊急事態判断基準）

２．ＯＩＬの設定（オフサイトの放射線量率等に基づく防護措置実施基準）

施設内の
事故等発生

ＥＡＬ１

ＥＡＬ２

ＥＡＬ３

例）大地震（震度６）

例）外部電源途絶

→ 施設の状態をＥＡＬ（１～３）と比較・照合。
国は、ＥＡＬ（１～３）に応じ、必要な住民防護措置の準備・実施を指示。

要援護者の避難準備

要援護者の避難実施
住民の避難準備

屋内退避の準備

屋内退避の実施
安定ヨウ素剤の配布準備

ＯＩＬ１

ＯＩＬ２

ＯＩＬ６等

ＯＩＬ４

５００μSv/h 数時間内に区域特定

１日内に区域特定２０μSv/h

避難

原子力発電所からの距離

→ 放射線モニタリング結果をＯＩＬ（１～６）と比較・照合。
国は、ＯＩＬ（１～３）に応じ、必要な住民防護措置の準備・実施を指示。

施設外への
放射性物質放出

一時移転（１週間以内に）

飲食物のスクリーニング・摂取制限

体表面除染
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（参考２）地域防災体制の整備スケジュール

＜原子力規制委員会＞

○原子力災害対策指針

＜内閣府（原子力防災担当）＞

○地域防災計画作成
マニュアル

○ 広域防災協議会

○ 道府県向け交付金

国

地
方
公
共
団
体

随時見直し

平成２４年度

○地域防災計画

○オフサイトセンター、
防災資機材等の整備

○地域防災訓練

10月
策定

ＰＡＺ・ＵＰＺ
の目安等

平成２５年度

2月
改定

4月
改定

ＥＡＬ・ＯＩＬ
の設定等

12月
改訂

2月
改訂

安定ヨウ素剤・
モニタリング

4月目途
改訂

12月（第１回） 2月（第２回）

ＵＰＺが複数県に跨がる場合の避難
計画等調整支援（特に福井や佐賀）11月

24年度交付（UPZ圏） 24年度補正予算交付

2月

継続的に財政支援

指針策定
を踏まえ
本格着手

3/18

順次整備旧EPZ（8-10㎞圏）に加え
UPZ（30㎞圏）に追加整備

改正原災法関係規定
（指針に基づく作成
義務）の施行
注）作成期限ではない

指針等の
見直しにより
随時改定

広域避難訓練（昨年から本年1月までに、北海道、青森、石川、島根、佐賀、鹿児島等で実施済）

指針の反映

指針の反映
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原子力災害対策指針の概要
（旧原子力安全委員会の防災指針との対比）

平成２５年３月２６日

原子力規制庁 原子力防災課



１．概略

【策定主体】

・ 原子力安全委員会

【趣旨】

・ 防災対策に係る専門的・技術的事項を規定

※ 災害対策基本法に基づく国の防災基本計画

第10編・原子力災害対策編において、専門的

技術的事項については、当該指針を十分尊重

するものと規定されていた。

【対象】

・ 実用発電用原子炉、試験・研究炉、再処理施設、

加工施設、使用済燃料中間貯蔵施設等

【主な構成】

・ 防災対策一般

・ 防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲

・ 緊急時環境放射線モニタリング

・ 災害応急対策の実施

・ 緊急被ばく医療

【策定主体】

・ 原子力規制委員会

【趣旨】

・ 防災対策に係る専門的・技術的事項等を規定

※ 原子力災害対策特別措置法に法定化（第6条

の2）。原子力事業者、国、地方自治体等は、

当該指針に基づき、各々の防災計画を作成しな

ければならないと規定された。（同第28条関係）

【対象】

・ 実用発電用原子炉、試験・研究炉、再処理施設、

加工施設、使用済燃料中間貯蔵施設等

【主な構成】

・ 原子力災害

・ 原子力災害事前対策

・ 緊急事態応急対策

・ 原子力災害中長期対策

・ 東電福島原子力発電所事故対応

（旧）防災指針 （新）原子力災害対策指針



【防災対策を重点的に充実すべき地域：

ＥＰＺ：Emergency Planning Zone】

実用発電用原子炉 半径約８～１０㎞

再処理施設 半径約５㎞ 等

【予防的防護措置を準備する区域：
ＰＡＺ：Precautionary Action Zone】
実用発電用原子炉 半径概ね５㎞

※ 緊急時は、ＥＡＬ（後述）に基づき、放射線被ばく
による確定的影響を回避するための即時避難等を
実施。

【緊急時防護措置を準備する区域：

ＵＰＺ：Urgent Protective action Planning Zone】

実用発電用原子炉 半径概ね３０㎞

再処理施設 半径約５㎞ 等

※ 緊急時は、EAL/OIL（後述）に基づき、放射線

被ばくによる確率的影響のリスクを最小限を抑える

ための防護措置を実施。

【プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置
を実施する地域：

ＰＰＡ：Plume Protection Planning Area】

今後検討

※ ＵＰＺ外において、プルーム通過時に放射性物

質の吸引等を避けるための屋内退避等を実施。

（旧）防災指針 （新）原子力災害対策指針

２．原子力災害対策重点区域の範囲の目安

～「『原子力施設等の防災対策について』の見直しに関する考え方について
中間取りまとめ」（平成２４年３月 原子力安全委員会）～

（注）具体的な範囲は、地方自治体が、地勢、行政区画等を勘案して設定。



【緊急事態の判断基準】

・ 原子力施設の事故状況につき原災法において、

原子力事業者の通報義務事象と国の緊急事態

宣言該当事象を規定。

第１０条事象；（例）外部電源喪失

→事業者は保安院に通報。

第１５条事象；（例）全電源喪失

→総理は原子力緊急事態を宣言し、原子力

災害対策本部を設置。

【緊急事態の判断基準】

・ ＩＡＥＡ等が定める防護措置の枠組みの考え方を

踏まえて、緊急事態の初期対応段階を３つに区分。

・ 当該区分を判断する基準となる施設の状況を

EAL（Emergency Action Level）として整理。

・ さらに、各区分毎に、住民の安全を守るため、

原子力事業者、国、地方自治体が予防的に行う

主な防護措置を明確化。

①警戒事態（例．大地震（震度6）、大津波（警報））

→規制委員会は警戒本部を設置。地方自治体

はＰＡＺ圏の要援護者の避難を準備。

②施設敷地緊急事態（※原災法第10条事象）

→事業者は規制委員会に通報。規制委員長等

は官邸に参集。自治体はＰＡＺ圏の要援護者

の避難を指示。ＰＡＺ圏の住民の避難を準備。

③全面緊急事態（※原災法第15条事象）

→総理は原子力緊急事態を宣言し、原子力災

害対策本部を設置。自治体に対し、ＰＡＺ圏

の住民避難とＵＰＺ圏の屋内退避を指示。

（旧）防災指針 （新）原子力災害対策指針

３．緊急事態区分と防護措置実施基準
※ 防護措置とは、避難、屋内退避、安定ヨウ素剤予防服用、食品摂取制限等を指す。



【防護対策のための指標】

・ 施設状態、モニタリング、気象情報、SPEEDI等

から推定される予測線量をベースに設定。

避難等

；外部被ばくによる実効線量 50mSv以上

内部被ばくによる等価線量 500mSv以上

食品摂取制限；

；（飲料水等） 放射性ヨウ素 300Bq/kg等

（野菜類等） 放射性ヨウ素2,000Bq/kg等

【防護措置実施基準】

・ ＩＡＥＡ等が定める防護措置の枠組みの考え方を

踏まえて、全面緊急事態において、住民の安全を

守るため行う主な防護措置の実施基準を設定。

※ 全面緊急事態の直後には、すでにＰＡＺ圏の

住民避難とＵＰＺ圏の屋内退避を実施。

・ 当該基準は、モニタリング結果に基づく空間放射

線量率等の計測可能な値をベースに設定。

・ 原子力事業者、国、地方自治体の取組も明記。

＜緊急防護措置＞

ＯＩＬ（Operational Intervention Level）１

；空間放射線量率 500μSv/h

→ 数時間内に避難・屋内退避

ＯＩＬ４ ；β線 40,000cpm

→ 避難者の除染

＜早期防護措置＞

ＯＩＬ２ ；空間放射線量率 20μSv/h

→ １週間程度内に一時移転

＜飲食物摂取制限＞

ＯＩＬ３ ；空間放射線量率 0.5μSv/h

→ 飲食物に係るスクリーニング

ＯＩＬ６ ；（飲料水等） 放射性ヨウ素 300Bq/kg等

（野菜類等） 放射性ヨウ素2,000Bq/kg等

（旧）防災指針 （新）原子力災害対策指針



【被ばく医療体制】

・ 緊急被ばく医療体制と日常的に機能している

一般の救急医療体制、災害医療体制との整合

性を図る。

【安定ヨウ素剤予防服用】

（平時）

・ 緊急時に避難場所等で服用できるように、備蓄。

（緊急時）

・ 服用対象は、原則４０歳未満（乳幼児除く）。

・ 緊急時の服用を判断するための指標は、小児

甲状腺等価線量の予測線量100mSv。

【被ばく医療体制】

・ 平時から救急・災害医療機関が被ばく医療に対

応できる体制を整備することも明記。

・ 放射性物質による汚染のスクリーニング、除染等

も含めた被ばく医療機関等の教育・研修等の必

要性を明記。

【安定ヨウ素剤予防服用】

（平時）

・ 原子力災害対策重点区域のうちＰＡＺにおいて

は、住民に事前配布する体制を整備。

※ 具体的な配布等の在り方は、今後検討。

（緊急時）

・ ＰＡＺにおいては、避難と同時に服用。

・ ＵＰＺにおける具体的な手順等は、今後検討。

※ 避難・屋内退避等の防護対策とともに講ずる

必要があり、安定ヨウ素剤の効果のみに依存し

ない旨を注意喚起。

（旧）防災指針 （新）原子力災害対策指針

４．被ばく医療



【緊急時モニタリング】

・地方公共団体がモニタリングセンターを組織し、
モニタリングの実施主体となる。

・モニタリング計画を策定。

・大気中や環境試料中の放射性物質の濃度の把
握、適切な防護措置のための予測線量の迅速な
推定及び周辺住民等の被ばく線量の評価のた
めに緊急時モニタリングを実施。

【放出源情報、モニタリング情報、SPEEDIの結果
の取扱い】

・ 放出源情報、モニタリング情報、ＳＰＥＥＤＩを総

合的に勘案して、避難等の防護措置の実施を判

断。

（旧）防災指針 （新）原子力災害対策指針

５．緊急時の放射線モニタリング等

【緊急時モニタリング】

※ 今後、「モニタリングの在り方検討チーム」の

検討結果を踏まえて、規定する予定。

（主な検討事項）

・ 国レベルのモニタリングの実施計画も整備。

・ 左に加えより優先すべき目的として、緊急時モ
ニタリングの目的に、ＯＩＬの運用のための情報
収集を追加。

【放出源情報、モニタリング情報、SPEEDIの結果
の取扱い】

・ 放出源情報及びモニタリング情報をＥＡＬ・ＯＩＬ

と比較・照合して、避難等の防護措置の実施を

判断。

・ その際、ＳＰＥＥＤＩは、気象予測結果の参考と

する。



【指針が目指す基本的考え方】

・ 住民の視点に立った防災計画を策定すること。

・ 災害が長期にわたる場合も考慮して、継続的に情報を提供する体系を構築すること。

・ 最新の国際的知見を積極的に取り入れる等、計画の立案に使用する判断基準等が常に最適なものになるよう見

直しを行うこと。

【原子力災害中長期対策】

・ 原子力災害が発生し、事態の一定の収束がなされた後においても、環境中に放出してしまった放射性物質等へ

の適切な対応が必要となることから、環境放射線モニタリング、個人線量推定、健康評価、除線措置等の中長期

的対策を進めることを規定。

・ 緊急時被ばく状況から現存被ばく状況・計画的被ばく状況への移行の取扱は、今後検討。

【東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故について】

・ 特定原子力施設に係る原子力災害対策は、他の原子力発電所と同様に扱うことが適当ではないことから、特定

事象の通報対象となる施設境界付近の放射線量の取扱い、避難地方公共団体を考慮した人員配置、緊急時モ

ニタリング体制、警戒区域の外の区域における防護対策等の留意事項を規定。

・ なお、原子力災害対策重点区域の在り方については、今後、リスク評価等を踏まえて検討。

（新）原子力災害対策指針で新たに規定した事項

６．その他




